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【事務局】 それでは定刻になりましたので、まだ○○先生お越しになられていませんけ

れども、まもなくみえると思いますので、ただ今より社会資本整備審議会河川分科会の第

15 回気候変動に適応した治水対策検討小委員会を開催いたします。私、７月８日付で○○

を拝命いたしました○○でございます。本日の進行を務めさせていただきます、どうぞよ

ろしくお願いをいたします。 

 まず、お手元の資料の確認をお願いいたします。座席表の下に議事次第がございまして

そのあと委員名簿、それから資料の目次ということで、そのあとに資料の１から５をお付

けしてございますので確認をお願いいたします。資料に不備がございましたら事務局にお

申し付けいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 傍聴の皆様におかれましては傍聴のみとなっております。審議の進行に支障を与える行

為があった場合には退室いただく場合があります。議事の進行にご協力をお願いいたしま

す。 

 まず、会議の開催に当たりまして７月８日付で○○が○○から○○に代わりましたので

○○より一言ご挨拶をさせていただきます。 

【事務局】 皆さん、こんにちは。７月８日付けで○○を拝命いたしました○○でござい
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ます。どうぞよろしくお願いいたします。約１年ぶりの本省勤務ということでございまし

て、引き続きご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 本日は○○先生をはじめ委員の先生方には大変お忙しい中、本小委員会にご出席賜りま

して誠にありがとうございます。 

 本小委員会におきましては平成 20年６月に地球温度化に伴う気候変化への適応策のあり

方について答申をとりまとめていただき、また今年の１月からは、今後更に取り組むべき

適応策について、これまで４回、大変ご熱心にご審議いただいたということを聞いており

まして、改めて御礼申し上げたいと思います。 

 私、前職は○○をしておりましたが、昨年の９月の台風 18号によりまして、近畿地方北

部を中心に大きな被害が発生したところでございます。一方、淀川水系の桂川で堤防決壊

寸前の危険な状況になりました。一時は堤防上を約 400 メートルの区間にわたって数時間

洪水が越流するということで、いつ堤防が決壊してもおかしくない、そんな状況になりま

した。 

 これに対しまして地元の水防団等が必死の水防活動を行うとともに、淀川上流ダム群、

三重県にあるダムまで含めて最大限の洪水調節を行って、何とかぎりぎりの状況で堤防決

壊という最悪の事態を回避することができたわけでございます。この洪水調節によりまし

て多くの人命が救われますとともに、１兆円を超える洪水被害が防ぐことができたという

ことでございます。 

 この時は、多くの地点で観測史上最大の雨を経験したわけでございますが、改めて水害

に対するハード・ソフト両面の対策をしっかりと行っていくことと、やはりこういった異

常な降雨現象に対する備えをしっかり行っていくことの重要性を身にしみて感じたわけで

ございます。 

 今後、地球温暖化による気候変動に伴いまして大雨や洪水の発生頻度が増加することは

予測されておりますが、これらに対する備えは、長期的な話というよりは、むしろ、近い

将来の話として対応していく必要があると考えております。 

 治水計画におきましては、計画、設計あるいは施工、そして管理、危機管理、各フェー

ズにおける対応と、それから河川整備とまちづくり両面での対応策、具体策を構築してい

く必要があると考えております。 

 また、○○先生にご指導いただきました、津波防災地域づくりの概念の中では、従来は、

Ｌ１というひとつの施設計画の目標が危機管理の目標となっておりましたが、これに対し

てＬ１、Ｌ２という施設計画の目標と危機管理対応の目標、これを分離して実際に検討し

ていく、こういう考え方も出されておりますし、また堤防等につきましても粘り強いもの

にしていくという概念も出されております。 

 治水につきましても全く同じではないと思いますが、同様の、やはり施設計画とそれか

ら危機管理対応、両面を考えた検討を行っていく必要があると考えております。 

 本日、大変限られた時間ではございますが、忌憚のないご意見を賜りまして有意義な委
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員会としていただくことをお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶に代えさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】 次に、委員の出席状況をご報告させていただきます。 

 本日は、○○委員、○○委員、○○委員、○○委員、○○委員、○○委員、○○委員、

○○委員につきましては所用のため、本日欠席とのご連絡をいただいております。社会資

本整備審議会河川分科会運営規則第四条第一項に基づきまして、委員総数の３分の１以上

の出席がございますので、本委員会が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 続きまして、事務局について異動がございましたのでご紹介をさせていただきたいと思

います。○○でございます。 

【事務局】 よろしくお願いします。 

【事務局】 ○○でございます。 

【事務局】 よろしくお願い申し上げます。 

【事務局】 ○○でございます。 

【事務局】 よろしくお願いいたします。 

【事務局】 ○○でございます。 

【事務局】 よろしくお願いいたします。 

【事務局】 ○○です。 

【事務局】 ○○でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】 ○○でございます。 

【事務局】 ○○でございます。よろしくお願い申し上げます。 

【事務局】 ○○でございます。 

【事務局】 ○○です。よろしくお願いします。 

【事務局】 また、本日は、まち・地域レベルでの適応策について議論いただく予定とし

ておりまして、○○にご出席をいただいております。 

【事務局】 ○○でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】 それでは、議事に移らせていただきます。カメラ撮りはここまでとさせてい

ただきますので、カメラの方々はご退出ください。 

 それでは、以後の進行につきましては○○委員長よろしくお願いいたします。 

【委員長】 ○○です。どうぞよろしくお願いします。 

 本日は、委員の皆様にはご多用中のところご出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。それでは、本日の議事に入ります。まず、前回の委員会を踏まえての補足説明があ

れば説明をお願いします。事務局よりご説明をよろしくお願いします。 

【事務局】 事務局をしています○○です。座って説明させていただきます。 

 資料１です。前回の小委員会での主なご意見です。５ポツのところに主なご意見と書い

てございます。概要を説明させていただきますと、まずは河川と下水について外力を共通

化すること、一体的な運用がうまくできるようにとの意見がございました。あわせて、資
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料の整理においては 10年、20年かけて行うものと、すぐできるものを分けて整理する必要

があるのではないか。危機管理対応は人的被害の軽減だけではなくて、資産被害の軽減に

も効果を発揮するという話。次が少子高齢化、コンパクトシティなどとも連携した施策を

進めることが重要だというご意見。 

 気候変動の予測の結果を踏まえての計画論の話。これは下から３つ目の丸、２ページ目

の一番上、２つ目も同じように確率分布が変化することを前提とした計画論というような

話がありました。これにつきましては各先生方からご意見をいただいていますので、先生

方にご相談させていただいて考え方をまとめさせていただくような対応としたいと考えて

います。 

 あわせましてまた１ページ戻りますが、管理、マネジメントの能力を高めることが必要

であるという話。リカバリーやレジリエンスについても盛り込むべきだという話がありま

した。 

 ３番目ですが、危機管理対応としては市町村との連携が重要だという話。次が土砂災害

とか中小河川の内水のように大きな河川以外のところについて十分なリスク評価がなされ

ていないので、それをしっかりやってほしいという話。市町村への支援について地方整備

局との連携が重要であるという話。河川、海岸、土砂の複合的な災害についても検討を進

めるべきという話。 

 あと飛びまして、適応策の３段階、施設による適応策、地域づくりと一体となっての適

応策、危機管理の適応策と３つ書いてあったのですが、それぞれ別々に進めるような書き

方でしたが、これは連携して一体として進められるものなのでその辺の見せ方を工夫すべ

きであるという話がありました。計画規模についても、まだ十分施設整備が進んでいない

のでソフト・ハード一体とした対策を進めるべき。土砂災害については極端な河道の変状

であるとか、広範囲な表層崩壊、深層崩壊などの影響も把握できるようにすべき。複合災

害について天然ダムとか深層崩壊もありますし、流木の話も入れるべきだという話がござ

いました。氾濫水のコントロールについても検討してはどうかというものがございました。 

 次３ページですけれども、特に避難の話で大規模な避難をする時には自治体だけの判断

では難しいので国の関与についても検討すべきではないかという話。３つ目の丸ですが、

基本的な考え方について、４つの目標と多重防御に基づいた５つの適応策を組み合わせる

ということ、あとリスク分担を取り組むこと、流域というキーワードを基本的な考え方の

ところに前面に出すべきではないかというご意見です。 

 危機管理対応については最大クラス、最悪シナリオをどう取り込むか検討してほしい。

協議会について、これについても何名かの先生から出てございます。主体はどうするか、

合意した場合はどうするかというような話、ガバナンスの話がございました。これについ

ては、今日、まちづくりとの連携についての議論がありますが、そういった議論をする場

が現場でできている場合、特に、今回説明がありますが、例えば、立地適正化計画を議論

するような場などに施設管理者が積極的に参加して、リスクの説明をして、防災、減災の
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考え方がその計画の中に反映されるのを目指していきたいと思っています。 

 あわせて鶴見川の事例が出ていますが、そうした先進事例について参考に進めることが

大事だと考えています。 

 リスク分担についても積分値を最小にするべきなのか、壊滅的な被害、東京の被害につ

いての考え方を意識すべきだという話がありましたし、海面水位の上昇についてはＩＰＣ

Ｃ第５次報告書だけではなくて、ほかについても評価してほしいという話がありました。

最後、リスク評価については、統合化をして各地先の安全度といった形で示すべきではな

いかというようなご意見がありました。これらについては最終的な答申等にまとめて進め

ていきたいと思っています。以上です。 

【委員長】 ありがとうございました。ただいまのご説明に対してご意見、ご質問ありま

したらお願いします。 

【委員】 前回出席できなかったんですが、今、拝見いたしまして、流域内のリスク分担

ということに関しまして、流域内で平等に分担したほうがいいという話とある程度リスク

を平滑化しないほうがいいんじゃないかというご意見があるように見えたのですが、これ

らは倫理的な話なのか、あるいは災害、例えばみんながある程度リスクを背負っているほ

うがトータルとしての防災機能がうまく働いて、というような何か研究、あるいは過去の

経験に基づくものなのかというあたり、どういうご議論だったのかもう少し教えていただ

ければと思います。 

【委員長】 はい、では事務局お願いします。 

【事務局】 特に具体的に議論がそうあったわけではないのですが、流域によって、川に

よって特徴があると思っています。例えば利根川とか荒川のように首都圏を守っている川

と地方の川とでは状況が違います。その川なりの状況、流域の状況、雨の降り方とか川の

でき方も、安全なところと安全でないところなど、元々の地形的な特徴といったものもあ

ります。そういったところを総合的に考えて、全部が全部同じことではいけないと思いま

すので、それらについては、先ほど協議会といいましたけれども、地域の方々にリスクを

きめ細やかに提示して、その辺のリスクについて、皆様に理解をしていただいて議論をし

ていくのが大変大事ではないかと思っています。 

【委員】 よくわかりました。ありがとうございます。 

【委員長】 ほかにはいかがでしょうか。誤解を招くと困るので、１点だけ私の立場から。

先ほど確率分布が変化することを前提として計画を立てるかどうかについては、専門の先

生方のご意見を聞きながらやっていくんだということですが、これはだから議論してはい

けないということではないですね。 

【事務局】 意見は積極的にいただきたいと思っています。 

【委員長】 ということですね。大事なところですので、専門の先生方のご意見を聞きな

がら検討いただくことをお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

【委員】 海面上昇についてですけど、これはハンセン５ｍというのは極論かなという気
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がするんですが、アメリカのＮＯＡＡは２ｍを予測していますし、ＩＰＣＣは 2000年ピン

ポイントだと 98ｃｍというのを極限で予想していて、まあいろんな予測値があるわけです

ね。 

 それをどう評価するかという議論と、実はここの委員会で提示されてきた気象庁の海面

変動というのとちょっといろいろとわかりにくい。前者３者はグローバルな平均を言って

いると思うんですけど、日本の気象庁のものは日本の近海での測定値で風の影響とかいろ

んなものが複合的に入っていると思うんですね。グローバルな平均値の評価、推定の違い

と日本の気象庁の持っているものと、かなり、それこそ多元的に評価しないとグラフだけ

見せられても混乱してしまうので、そこらの整理をお願いしたいというそういう趣旨です。 

【委員長】 はい、ありがとうございました。 

 それでは、本日は、まち・地域レベルでの適応策について議論することにしております

ので、それに当たりまして、最近の都市をめぐる動きについて説明いただくために、○○

に来ていただいておりますので、それではご説明をお願いします。 

【事務局】 ○○でございます。着座のままで失礼致しますが説明をさせていただきます。

私からは今国会で成立、平成 26年８月１日に施行予定の都市再生特別措置法の動きについ

てご説明したいと思います。 

 まず、１ページ目の、地方都市における現状についてご説明致します。左側の県庁所在

都市(三大都市圏及び政令指定都市を除く)の１都市あたりの平均人口を見ますと、1970年か

ら 2010年にかけて２割増加してきましたが、今後の将来予測によると 2040年には 1970年

と同水準になると見込まれています。 

 一方で、右側の県庁所在都市(三大都市圏及び政令指定都市を除く)の１都市あたりの平

均ＤＩＤ（人口集中地区：市街地）の面積を見ますと、1970年から 2010 年にかけて倍増し

ています。これを具体的な絵にした場合どのように見えるかですが、２ページ目をご覧く

ださい。これは飯田市の例ですが、左側の図を見ていただくと、1960 年代の市街地を示す

青い部分が、2005年までに約４倍に広がっています。 

 このように市街地が拡散する一方で、人口はほぼ横ばいで推移しており、結果として人

口密度が低下してきているというのが地方都市の現状です。2005 年においては、既に１ヘ

クタールあたり、40 人（ＤＩＤの一つの目安として 40人／ｈａ）を割り込んでいる状況で

あり、このまま推移していくと飯田市からは市街地がなくなってしまうことにもなりかね

ません。これが、全国的に見て取れる地方都市の現状でございます。今後、更に人口が減

っていくという中でどのように対応していくことが必要かということでございます。 

 ３ページ目をご覧ください。市街地が無くなってしまう恐れがあることを、細かいメッ

シュで表したものでございます。赤い部分が概ね１ヘクタール 40人以上。黄色い部分が 30

人、水色の部分が 20 人、10 人を示しております。2010 年には、40 人以上の部分が残って

おりますが、例えば市全体で均等に人口が減少した場合、2040 年には中心市街地の一部に

１ヘクタール 30 人の部分を残すのみで、残りは１ヘクタール 20 人以下といった人口密度
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が薄い状況になることが予測されます。 

 次に、４ページ目をご覧下さい。地方都市の現状として、中心市街地ほど空き家の増加

と世帯数の減少が激しいという傾向がございます。飯田市を例に見ていただいても、中心

市街地ほど青いエリアで示されている、この５年間で 50世帯以上減ったエリア、あるいは

10 世帯以上減ったエリアが集中していることがわかりますし、空き家の分布も中心市街地

ほど多い状況がわかると思います。 

 このような状況について、そうはいうものの特に問題はないんじゃないかという話もも

しかしたらあるかもしれませんが、５ページ目をご覧下さい。人口密度と病院、スーパー

等の施設の立地を重ね合わせた図になります。この図からもわかるとおり、人口密度が高

いところに施設が立地していることがわかると思います。このように施設はある程度の人

口密度があってこそ成り立つわけです。また、右下のグラフは、施設から 500ｍの範囲外の

人口比率をＤＩＤ内外それぞれに算出したものになりますが、例えば診療所やスーパー、

コンビニなどは、概ね１ヘクタール 40人くらいあると歩いていける範囲に立地しているこ

とが多いことがわかると思います。それを下回りますと、歩いて行ける範囲に施設の立地

が少ないことがわかると思います。今後、高齢化を迎える中で、全ての地域、全てのまち

において歩いて行ける範囲に診療所やスーパー、コンビニなどがなくなるというのは問題

ではないだろうか、やはりある程度施設が立地できるエリア、人口密度が高いエリアを残

していくべきではないだろうかということでございます。 

 次に６ページ目をご覧ください。商業、医療、福祉などの機能が立地し、持続的に維持

されるためには機能の種類に応じて概ね 3,000 人、5,000 人、１万人といった圏域人口が求

められます。このような実態をみても、昔の人が国勢調査の時にヘクタール 40人をＤＩＤ、

人口集中地区としたのは割といい数字であり、今見ても概ねヘクタール 40人いるところに

ついては歩いて行ける範囲に診療所やコンビニなどが立地しているという傾向がございま

す。このような実態を踏まえて今回様々な制度設計をいたしました。 

 ７ページ目をご覧ください。これまでのまちづくり施策は、都市計画法による規制によ

り行ってきました。都市計画法というのは人口が増えていく時にどうするかということに

特に主眼に置いた法律でございました。したがって、都市計画により郊外部の開発を規制

し、計画的に開発がなされるように、今までまちづくりが行われてきました。例えば、市

街化区域と市街化調整区域に分けて、ここは建てていい、ここは建ててはだめ、建てる場

合は住宅だけというような土地利用の規制を行ってきました。 

 ところが、このような規制は人口が増えていく時には比較的有効ですが、人口が減って

いく時においては、先ほどご覧いただきましたように、まち中から歯抜け上に人口が減り、

あわせて商業機能、福祉機能などが撤退していくことも想定されますので、ここは建てて

いい、ここは建ててはだめといった規制だけでは、今後のまちづくりはうまくいかないと

思われます。 

 ８ページ目をご覧ください。このようなことから、今後の政策の方向性としては、急激
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な人口減少を背景に、防災性の高い生活、あるいは持続可能な都市経営の確保などを目的

としたまちづくりを行っていくことが必要であり、これらを実現するためには、まず、拠

点となるエリアにおいて生活サービス機能を計画的に配置し、その周辺に一定程度の人口

密度を維持するエリアを定め、そのエリアの人口密度を維持することが必要であり、また、

拠点間を結ぶ公共交通についても充実を図ることが必要です。このように、土地利用の規

制だけでなく、誘導によるまちづくりが必要であることから今回新たな制度を構築しまし

た。 

 ９ページ目をご覧ください。政策の方向性を一言で表現するとすれば、コンパクトシテ

ィプラス公共交通のネットワークということでございます。これは、国土のグランドデザ

インにおいても示されている言葉でもあります。そのイメージですが、現状を左の図で見

ていただくとわかりますように、市街地が拡散していくと、公共交通の利用者も少なくな

り、これに伴い運行頻度も減少、益々公共交通が不便になっていくという現状がありまし

た。このような現状から、右図にありますように、まずは守るべき公共交通をきちんと定

め、そのサービスレベルを維持・向上させるとともに、その沿線に居住を誘導する。また、

公共交通軸上の拠点となるエリアには医療、福祉などの都市機能を誘導する。このような

方向性のもと、政策を進めて行きたいと考えております。 

 10 ページ目をご覧ください。今回の制度を構築するにあたり参考にしたのは、富山市や

熊本市といった先進自治体でございます。富山市はＬＲＴで有名ですが、先進的な取組と

して非常に注目されているのは、左図にありますように、主要な鉄道やバス路線を公共交

通軸として定め、この軸上の公共交通のサービスレベルを維持するための取組を行ってい

る点です。例えばＪＲ高山本線については市が助成をし、運行本数の増便を行っています。 

また、公共交通軸上に公共交通沿線居住推進地区というエリアを定め、そこに住み替え

る人などに対して、例えば戸建住宅については１戸につき 30万の助成を行っています。さ

らに、居住推進地区にある小学校跡地を活用し、福祉施設を整備したりしています。これ

が富山市の進めているコンパクトシティであり、これを１つ参考にしました。 

 11 ページ目をご覧ください。もう１つの先進自治体は、熊本市でございます。まずは交

通の事例ですが、熊本市は、バス路線網の再編に取り組んでいます。右図のように、路線

を基幹的な公共交通（幹線）と支線に分け、基幹的な公共交通についてはさらに強化を図

るとともに、支線については、市内にある複数の拠点毎に乗継ポイントを設定し、そこで

乗継ぎを行うことで効率的な運行を目指しています。  

12 ページ目をご覧ください。これは、先ほど紹介しました熊本市のバス路線網の再編と

あわせた、コンパクトシティを目指す居住や都市機能の誘導の取組みについてです。富山

市の事例と同様に、公共交通軸の周辺に居住を誘導する居住促進エリア、また、乗換えな

ど交通の結節点になるようなエリアを地域拠点として位置付け、そこに様々な機能を誘導

するため都市マスタープランを策定したところです。 

13 ページ目をご覧ください。コンパクトシティに対しては、一般的に少し誤解があるよ



9/35 

 

うなので、その誤解を解いておきたいと思います。コンパクトシティと言うと、一極集中

というイメージがあると思いますが、主要な拠点１カ所に全てを集約させるものではなく、

旧町村の役場周辺などの生活拠点も含めた、多極ネットワーク型のコンパクト化を目指す

ものです。 

 また、全ての人口を集約するのかということですが、そうではありません。例えば、農

業の従事者が農村部に居住することは当然であり、全ての人の誘導を目指すものではあり

ません。むしろ集約によって一定のエリアについて一定の人口密度を維持するものです。

そのほかのエリアについては低密度に住んでいただくということを想定しています。つま

り、まとまって住んでいただくエリアと敷地を広く住んでもらうエリアに分けましょうと

いうものです。 

 また、強制的な集約を行うものではありません。インセンティブを講じながら時間をか

けて居住の集約化を推進していくものです。 

次に、14 ページ目をご覧ください。今回、このような背景を踏まえ、都市再生特別措置

法を改正しました。 

 ５月 21日に公布し、８月１日の施行に向けて、現在大詰めの作業を行っているところで

ございます。 

 法律の概要ですが、上から３行目にあるように、立地適正化計画といった新たな計画を

市町村が作成することになります。これは、都市全体の観点から作成する包括的なマスタ

ープランでございます。この立地適正化計画については、大きく２つの区域を定める必要

があります。１つ目は右側に記載している居住誘導区域、２つ目は左側に記載している都

市機能誘導区域です。居住誘導区域は、ある程度の人口密度を維持するエリアです。都市

機能誘導区域は、都市の拠点となるエリアであり、ここに医療、福祉、商業などの機能を

誘導するものです。また、居住誘導区域の外側は、敷地を広く住んでもらうエリアであり、

また、居住誘導区域内に移り住んだことにより生じる跡地についても適切に管理を進めて

いくエリアございます。 

 15 ページ目をご覧ください。居住誘導区域でございますが、この区域を定めることが考

えられる区域としては、都市の中心拠点及び生活の拠点並びにその周辺区域や旧町村の中

心部など、一定程度、既に都市機能や居住が集積している地域などが考えられます。 

16 ページ目をご覧ください。当然でございますが、居住誘導区域には、災害危険区域の

うち建築物の建築が禁止されている区域については法律上含まないこととしております。

また、現在作成中の運用指針においても、土砂災害特別警戒区域や津波防災特別警戒区域

など居住の制限までは課してないものの、災害の発生の恐れがある区域については、居住

誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うように、これから公共団体に周知をして

まいりたいと考えております。 

 17 ページ目をご覧ください。居住誘導区域における支援措置や特例制度についてご説明

します。区域内の居住環境の向上を目的に、住宅局と連携した取り組みとして、区域外の
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公営住宅を除去し、区域内で建て替える際の除却費を補助したり、他にも、空き家対策の

助成があります。これには、リフォームの助成と除却の助成があり、リフォームの助成に

ついては、居住誘導区域内の空き家をリフォームし有効活用して頂くことを考えておりま

す。また、除却の助成については、居住誘導区域外の空き家住宅などを対象として助成を

考えております。また、区域外の住宅等跡地の管理・活用を目的として、不適切な管理が

なされている跡地に対する市町村による働きかけが出来るようにしたり、都市再生推進法

人やＮＰＯなどが跡地管理を行うための協定制度を設けたり、他にも、農水省と連携した

取り組みとして、跡地における市民農園や農産物直売所などの整備についても支援を行っ

ていきたいと考えております。 

 18 ページ目をご覧ください。次に、都市機能誘導区域についてでございます。都市機能

誘導区域は居住誘導区域内において拠点となるエリアであり、鉄道駅に近い商業が集積す

るエリアであるとか、公共交通によるアクセスの利便性が高い区域に定めることが考えら

れます。 

 19 ページ目をご覧ください。都市機能誘導区域における支援措置や特例制度についてご

説明します。この区域は、福祉や医療、商業などの都市機能を誘導するエリアであり、区

域とあわせて誘導する施設を位置付ける必要があります。ここで位置付けた施設について

は、税制上、金融上の特例措置の対象となりますし、他にも誘導する施設に限り容積率な

どを緩和したり、市町村が公的不動産を誘導施設整備に提供する場合、国が直接支援を行

うなど、誘導施設の立地を促進するために様々な支援を行っていきたいと考えております。 

 20 ページ目をご覧ください。次に、具体的な予算制度についてご説明します。右上の欄

をご覧ください。民都機構による支援についてですが、医療、福祉、子育て支援などの施

設整備そのものに対して融資できるようにしました。 

 また、左側の欄に記載している社会資本整備総合交付金や都市機能立地支援事業などの

予算制度において、厚労省や文科省が所管する、医療施設や教育施設などについても助成

の対象としました。 

続きまして、21 ページ目をご覧ください。税制上の支援、容積率による支援についてご

説明します。税制については、誘導施設の都市機能誘導区域の外から内への移転を誘導す

るために買替の特例制度を設けたり、誘導施設の整備のために土地を提供した方について

は、所得税などの一部を免除することにしました。また、容積率についても、誘導施設と

して定めた病院などについては現地での建て替えをしやすいように緩和制度を設けました。 

 22ページから 24ページをご覧ください。これらは、いままでお話させて頂いたものをま

とめたものでございます。まず、１番目に、今回の立地適正化計画は全体を見渡したマス

タープランであること。２番目に、都市計画と民間施設の融合ということで、民間施設を

誘導するための新たな制度などを設けたこと。３番目に、都道府県の役割についてですが、

立地適正化計画は市町村が中心になって作成します。都道府県が広域的な観点から市町村

間の調整を行うこと。４番目に、市街地空洞化防止のための新たな選択肢として、今まで
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の線引き制度に加えて、新たに誘導という概念をとり入れたこと。５番目に、時間軸を持

ったアクションプランであること。６番目に、都市計画と公共交通の一体化を図ること。

７番目に、都市計画と公的不動産の連携を図ることにより都市機能を計画的に再配置する

こと。立地適正化計画は、このような意義・役割を果たすものでございます。 

 25 ページ目をご覧ください。連携政策の１つとして、公共交通との連携がございます。

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律については、都市再生特別措置法と一体で審

議され、同時に成立したところです。今後も、両法律を一体的に運用していきたいと考え

ております。また、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正のポイントとして

は、地方公共団体が中心となり、まちづくりと連携し、面的な公共交通ネットワークを再

構築しようという点であり、公共交通サイドでもまちづくりとの連携を重視しているとこ

ろです。また、両法律の説明会についても、公共交通サイドと一体的に行ったところです。 

 26 ページ目をご覧ください。その他に関連する法改正として、経済産業省が所管する中

心市街地の活性化に関する法律がございます。ここでも背景に、中心市街地の商業機能の

衰退や空き店舗、未利用地の増加に歯止めがかからないということで、日本再興戦略にお

いて定められたコンパクトシティの実現に向けて国土交通省とも連携を図りつつ、民間投

資の喚起を軸とする中心市街地活性化を図ることが有効であるとあります。今回、中心市

街地の活性化に関する法律とも連携しながら、中心市街地に医療施設や福祉施設などを誘

導していきたいと考えております。 

 27 ページ目をご覧ください。厚生労働省は、病院・病床や施設の持っている機能を、地

域の生活の中で確保することが必要であり、また、コンパクトシティ化を図るなど住まい

や移動などのハード面の整備などを人口減少社会における新しいまちづくりの問題として、

医療・介護のサービス提供体制を考えていくということが必要不可欠であると考えていま

す。医療施設や福祉施設などは、今まで都市計画とは無関係に立地する傾向がありました

が、これからはまちづくりと一体となって立地を考えていこうということで、厚生労働省

とも一緒になって取り組んでいるところです。 

 28 ページ目をご覧ください。次に、都市政策の手法の推移についてご説明します。これ

まで伝統的手法として土地利用規制、都市施設の整備、市街地整備事業を用いてまちづく

りを行ってきました。これは当然これからも行っていきますが、これからは少し視点を変

えて、民間都市開発や公共公益施設も含めた包括的な支援、更に都市機能や居住機能の誘

導など、人口減少時代に対応した手法を用いてまちづくりを行っていこうと考えておりま

す。 

 最後になります。29ページ目をご覧ください。コンパクトシティの意義でございますが、

持続可能な都市経営（財政、経済）のため、また、高齢者の生活環境や子育て環境のため、

更には地球環境のためなど、その中でも様々ありますが、重要であるのは防災のためとい

うことでございます。 

 コンパクトシティを進めるにあたっては、当然災害の危険性が高い地域には居住を誘導
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しないことも考えられますので、このような観点から防災部局とも連携を図っていくこと

が必要であると考えております。以上でございます。ありがとうございました。 

【委員長】 ○○ありがとうございました。大変わかりやすい資料を用意していただきま

した。それではただいまの○○のご説明に対してご質問等いただきたいと思います。 

【委員】 ありがとうございました。こういうふうにコンパクトシティに向けた動きが法

律と言いますか、法令で進んでいるというのは非常に感激いたしました。まず１点、本質

的な問題ではないんですが、13 ページに農業等の従事者が農村部に居住するのは当然と書

いてあります。これはちょっと言い過ぎかと思いまして、兼業農家は言うに及ばず、専業

農家であっても例えばヨーロッパなどは都市に居住して、農地に通う農家がたくさんいる

というような状況に鑑みても、もしこのようにうまくコンパクトシティが実現した折には、

そういう非常に便利なところに居住して農地に通うという農業のあり方もあり得ると思い

ますので、ちょっと言い方を工夫された方がいいのではないかと思います。 

 16 ページのこの会議に一番関係しているとこだと思うんですが、建築基準法で災害危険

区域に指定するというのは非常に稀なケースというふうに承知しております。それ以外に

考慮するのが土砂災害と津波防災特別警戒区域等となっておりますが、これを例えば頻度

の比較的高い内水外も含めた洪水というのをどこまで考慮するようなことを考えてらっし

ゃるのか、あるいはまだこれから詰められるのかというとこに関しまして、その災害とい

うのをどこまでどういうふうに慎重に判断というのを、現時点で線引きを考えてらっしゃ

るかというのが１つ質問です。 

 もう１つ質問は、主に公共交通と公共施設について誘導の話がございましたけれども、

上下水道あるいはエネルギー供給などのライフラインにつきまして、今回お示しいただき

ました居住誘導区域などの設定と、それらの事業者との関係についてはどのようにお進め

になるつもりなのかということについて教えてください。 

【委員長】 それではご説明をお願いします。今の２点につきまして。 

【事務局】 おっしゃるとおり、居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うこ

とが望ましい区域として考えられる「災害の発生のおそれがある区域」についてどこまで

考慮するのかといった検討が必要であり、河川計画課とも相談をしているところです。今

日のご審議の中で、どういうふうな形で地元にリスクを提示して、どういうところを考え

ていただくかということをご議論いただきたいと思っているところです。後ほどまた説明

があるかと思いますので、そこでご議論いただければと思います。 

 それから、ライフラインについてですが、例えばガス事業者から聞いたところでは、都

市ガスを整備したエリアで空き家が多く、一方でプロパンガスで供給するエリアの人口が

最近増える傾向があって、インフラの投資としては非効率的なケースもあるそうです。ご

指摘のようなライフラインの観点についても非常に重要だと思っております。 

【委員長】 よろしいでしょうか。 

【委員】 はい。 
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【委員長】 ○○さんお願いします。 

【委員】 はい。２点目の○○先生が、１点目とほぼ同じようなことかもしれない。16 ペ

ージなんですが。この中では区域の視点の話だけされているんですけれども、用途の議論

というのはないんでしょうか、ということなんです。 

 おそらく今の病院だとか、あるいはいろいろな重要な施設の議論を組み込まれたって非

常に面白い話だと思いますが、それぞれごとにやはり何らかのガイドラインみたいなもの

というのは組み込まれないんでしょうか。多分このあとリスク開示の話が出てきますね。

そうするとそれに対応して、この種の用途に関しては、まあ水に対して危ないのだからと

か、あるいはこういうことがないようにしようとか、そういったところのガイドラインみ

たいなものはまだ組み込まれるんでしょうか。 

【事務局】 今回の新たな制度は、従来からの用途地域などの規制との組合せで考えるも

のでございます。用途についても、今回の誘導とあわせて土地利用という形で適切に検討

されるべきものと思っております。 

 一方で、用途地域で規制をかけるというのはなかなか難しいところがございます。特に

既存の建築物が立地し、又は立地しうるところについて当該建築物を建てられなくするよ

うな制限を用途地域でかけるというのは、地元に入っていくとなかなか理解を得ることが

難しい面もございます。 

 そこで、規制ではなく、むしろインセンティブによる誘導に取り組みたいというのが今

回の法令の趣旨でございます。ご指摘のようにさらに用途として制限をかけるということ

が各地域において可能であれば、そこまでいっていただくこともあろうかと思います。 

【委員】 いや例えば、制限までじゃなくてもいいんです、誘導されるんですよね。誘導

されるということは、この種のものがこういうところに行ったら誘導されると。そこは安

全でないところに行った場合はインセンティブが低くなるようなそういう誘導をされるの

でしょうか。 

【事務局】 はい。都市機能誘導区域はまさしくそういう考え方であり、こういう機能は

ここに立地してくださいという形で示すものです。例えば病院について、「病床数 30 床以

上の病院はここに来てください」というようなことを計画に定めますと、その地域外に病

院を建てようとする人は市町村長に対して届出をしなければならないこととなり、必要に

応じて市町村長は勧告することができます。この届出・勧告を通じて、立地を誘導すると

いう措置を考えてございます。 

【委員長】 ○○委員どうぞ。 

【委員】 ご説明いただきました点はとても素晴らしいという印象を受けました。先ほど

の発言の中にもありましたように、都市では内水氾濫の問題が随分と顕在化してきていま

す。都市機能の誘導を進める際に、このような観点から、このエリアはできれば避けたほ

うがいいだろうといった判断が出てくるものと思います。浸水被害の軽減が図れるような

効果的な誘導ができれば望ましいと思っています。 
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 ただし、税制上のことも含めてインセンティブの話がでてきましたが、土地に対する執

着はまだまだ強いものがありますので、そう簡単に移り住んでいけるのかという点がなか

なか難しいと感じています。この辺りのところについて、どのような見通しをもって計画

を進めようとなさっていらっしゃるのか、お考えをお聞かせいただければと思います。 

【事務局】 ご指摘のように、今ある施設を無理に動かすのは難しいと考えております。

ただ、例えば 20年といった期間で考えますと、この間に建て替える機会もあり、最近の傾

向としては、建替えの機会に別の場所に立地する傾向が多くございます。この建替えの計

画を早く見つけて誘導するかということが、今回の制度の実効性を高めるポイントかと思

っております。 

【委員】 どのぐらいの時間、スパンで考えていらっしゃるんでしょうか。 

【事務局】 立地適正化計画の検討にあたっては、おおむね 20年後の都市の姿を展望する

ことを考えてございますが、例えば近いうちに建て替えが見込まれる施設があれば、情報

を早めに把握し、誘導することが大事だと考えております。 

【委員】 わかりました。ありがとうございました 

【委員長】 では○○委員、お願いします。 

【委員】 ２点あります。１つは、私がよく知っている事例がどれだけ普遍的なものかち

ょっとわからないんですけど。駅の周りに市街化調整区域の農地が広く広がっていて、そ

こから少し距離の離れた、もう明らかに開発困難というような凸凹地帯が実は大開発を狙

って市街化区域になっているという場所があります。地方には結構あるんじゃないかと思

うんですけど。そういう時に逆線引きを計画することは非常に難しいんですね。 

 地域の自治体に今回の計画を立てさせる時に、積極的にそういうところについて逆線引

きしやすいようにするというような誘導をぜひやっていただきたい。これ農水とも関係が

あるから極めて困難なんですけど、これから何十年もかけて埋め立てて市街地にしていく

か、駅の周り、もう数ヘクタールあればモールができるのにずっと農地なんていう、あち

こちにそういう風景があります。ぜひその点１つ。 

 それから、もう１つは、今繰り返し話が出ているところですけれども、16 ページの居住

誘導区域で慎重に判断ということなんですが。最近のゲリラ的な豪雨を見てみますと、東

京の中心、私が横浜周辺でも、極端なこと言うと数千平米で水害が起きるんですね。数ヘ

クタール、数十ヘクタールって水害が起こって、予想もしないのに土砂、水害が起こって、

局所だからあまり話題になってないんですけど。 

 そういうので言うと、従来の斜面地のレッドゾーン、イエローゾーンなんていうので多

分対応できず、僕は数十ヘクタール以下ぐらいの規模で流域の診断をしなければいけなく

なると思います、誰がやるかが問題ですが。そこに 100mm降った時に、ここは土砂災害起

こす可能性があるのか、出水で下の家屋、局所浸水起こすのかどうかというのは、実はそ

ういうことを測る人が今どこにもいないと思うんです。河川管理者はいませんし、そうい

うことも都市の中の危険地帯の診断として極めて重要だというのは、これはいろいろな主
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体が仕事としてやり始めて、僕は局所的な、本当に危険な場所の住宅の移動に大きな効果

を与えると思うんです。小流域診断のようなもの、河川部隊が持っているノウハウで、言

わば河川部隊じゃない人たちに診断してもらっていく、膨大な量、そういう状況にあると

思うんです。 

【事務局】 開発が困難な市街化区域の市街化調整区域への編入についてはご指摘のとお

りだと思います。まずは、立地適正化計画を通じて居住の誘導を図り、その達成状況に応

じて都市計画を見直すということも考えられると思います。 

【委員長】 では○○先生、どうぞ。 

【委員】 居住誘導区域、また都市機能の誘導のところで質問です。誘導先を安全なとこ

ろを選ぶのは当然なのですが、今既に悪いところから誘導することを促進するようなこと

はできないんでしょうか。要するに、ここは今危険なので何らかの措置があって、そこか

らいいところへ動くというものを促進するようなことが今この中に入っていないように思

うのですがいかがでしょうか。 

 いいところを選んで、公共交通とマッチしたところに皆さん移りましょうということは

大事で、大変よくわかったのですが、ここは危ないので、そこに住んでいる人が動くこと

をエンカレッジできるような施策というのはないのでしょうか。 

【事務局】 それは多分、今の都市側の施策でほとんどあんまり難しい状況になっていま

して、その部分はうちのほうでリスクなりの評価をちゃんとして、それを理解していただ

いてやっぱり動いたほうがいいなと思ってもらうようなリスクの評価とその提示を行うこ

とが仕事だと思っています。 

【委員】 大変いいことだと思います。その時に評価までしますので、どれを用いて、都

市計画手法として移動をエンカレッジさせることができないでしょうか。 

【事務局】 やり方としては今回の法律でいきますと、居住誘導区域にしないというやり

方がございます。ただし、リスクが高い地域に住まわせないという規制はなかなか難しい

と考えます。 

【委員】 住まわせないということは、用途地域を決めて何かするしかないと思うのです

が災害が発生しやすいところは、税制を軽減するなど都市側の手法で対応できないかと思

うのです。河川側で指定しても、ここは危ないと自分が思うだけであって、それ以上先が

ないのです。でもまあ 30年は水害がこないだろうと思えばそこへ住んじゃうわけです。指

定によって、建て替えの時でも、何らかの移動のインセンティブが付与できるようなこと

をお考えいただけるといいなと思います。 

【事務局】 よくわかりました。居住誘導に対するインセンティブを与えて、より効果的

に誘導をする施策を、これから更に充実しなければいけないと思っております。今の先生

のご意見も踏まえ、引き続き居住誘導に対するインセンティブの充実について検討して参

りたいと思います。ありがとうございました。 

【委員長】 では○○先生、どうぞ。 
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【委員】 すごく単純なことをお伺いするんですけれども。先ほど１ヘクタール 40人がＤ

ＩＤとしてなかなかよくできているという話を伺いました。こういうのが誘導されるんで

したら、いろいろな人がそこに我がこととして参画してくれるのはとても大事だと思うん

ですね。 

 そうすると、どこの辺の部分が都市機能誘導区域になるのか、どのくらいが居住誘導区

域になるのか、自分たちである意味では計算してみてもいい気はするんです。今ライフデ

ータありますから。そうなったらデザイン等で結構なんですけれども、都市機能誘導区域

だったらどのくらいの、ヘクタール当たり人口密度をお考えなのか、あるいは居住誘導区

域だったらどのぐらいをお考えなのか、みたいな目安というのはお持ちなんでしょうか。 

【事務局】 都市によって人口密度は様々であり、人口密度はヘクタール何人を目指すべ

きということは国では示してございません。 

 ただし、居住誘導区域に設定する区域については、基本的にはある程度まちとして成り

立っている現在の人口密度を維持するように、あるいは仮に人口密度が減るとしてもごく

わずかで食い止めるというふうに目標設定をしていただきたいと考えております。 

【委員】 具体的な数を立てるよりは、現状を維持する、あるいは改善するという形で。 

【事務局】 はい、そういう形で設定をすることを想定しています。 

【委員長】 ありがとうございます。私も２点ほど。17 ページで、最後に区域外の住宅跡

地の管理・活用とありますよね。先ほど名の挙がった都市は、水の災害の危険性の高いと

ころです。そこでコンパクトシティ化を考えるということになってくると、こういうとこ

ろは川の近くなわけですよ。ここには遊水地として使うような話は１つも出てきてないん

ですけれども、河川サイドと一緒になって、先ほどの○○先生のお話のように、あまり大

きな面積でなくても水をためこむ。極端なことを言えばレイクタウンみたいな形だってあ

ると思います。その辺で少しつないでいただければいいなというのが１点です、 

 それから、最後のところで○○が加えていただいた。28 ページ。私これ、自分が委員長

をやっていて非常に大事だと思っているんですが、最後のところの、都市機能・居住機能

の誘導のところで、従来の伝統的都市計画手法、既成市街地再開発等をうまく使うことを

考えているのでしょうか。川の側からすれば、こういったところの都市河川は流下能力が

小さいんですよね。ちょっと面積もらえば、川の広がりを少し持てば、相当、都市河川の

場合は安全度上がるんです。 

 私の計算では多くの都市が 10 分の１ぐらいしか治水安全度がありません。それを 20 分

の１から 30 分の１にすると相当安全度が上がるんですよね。そこにこの市街地整備事業、

そして再開発事業も含めて、新しい形での都市づくりをやっていただければ、川と都市が

一緒にやることの意味がものすごく出てくるんじゃないかと私は思っています。委員長で

すのであまりものをしゃべるのも問題ですが、思いついたことを先にお話ししておきます。 

 今日の○○からのお話は皆さん、大変いい話をしていただいたと感じていると思います。

毎回出ていただきたいぐらいです。またぜひご指導お願いします。ありがとうございまし
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た。 

 それでは、続いて議事１番目です。今の○○の話と関係してまいりますが、今後更に取

り組むべき適応策、まち・流域レベルについて事務局よりご説明お願いします。あわせて、

前回の委員会を踏まえての補足説明もあれば説明お願いします。 

【事務局】 資料３と資料４を使って説明させていただきます。資料３は前回の時にも説

明しましたが、今後の更に取り組むべき水災害分野の気候変動適応策の案です。 

 前回、１の基本的な考え方と２の１）のリスク評価、２）の流域レベルについて説明さ

せていただきました。これについては、前回のご意見を踏まえて修正していますが、これ

についてはまた後ほど議論していただければと思います。本日は６ページがまち・地域レ

ベルの新たな取り組むべき課題とそれに対する適応策を考えていますので、この６ページ、

７ページのところについて具体的な事例は資料４、パワーポイントを作っていますので、

その両方を見ながら説明させていただきます。 

 まず、まち・地域レベルでの連携につきましては、先ほども申しましたように、まち・

地域レベルの地域が目指すべき将来の方向とか具体的計画の検討をされる場合に、水災害

に係る防災、減災の観点、ここにありますように人命を守ること、被害の最小化をするこ

と、社会的機能の継続、維持を図ること。迅速な復旧、復興を可能にすることという４つ

の目標をもとに、そういったものがまちづくり、地域づくりにより考慮されるよう連携を

強化していくことが必要だと思っています。 

 特に、そういうまちづくり、地域づくりに関する協議会、先ほどの立地適正化計画もそ

うだと思いますが、そういったものが議論される場において、水災害に対する防災、減災

についての説明会等々に積極的に水分野のものが参加して、そのリスクの評価の結果を情

報提供して適応できるような形が必要ではないかと考えています。 

 具体的には、流域の特性とか人口、資産の集積の状況等によって様々ですので、そのよ

うなまちづくりに関して、そういった水災害の観点が反映されるよう、現在の治水安全度

を超えるような外力、計画規模を超えるような外力について、どのような被災が起こるの

か、この被災のシナリオ、浸水の区域、浸水の深さ、浸水継続時間、洪水の到達時間等々、

さまざまな特性を組み合わせて評価をすることが必要ではないかと考えています。 

 具体的には資料４のほうを見ていただければと思います。２ページのリスク評価の仕方

です。左側にこれまでとありますが、浸水想定区域ということで、これまでは水防法に基

づく計画規模、ここでは年超過確率 150 分の１と書いていますが、その時の想定される浸

水区域や浸水深を想定氾濫区域ということで表示していましたが、これだけではなかなか

まちづくり、地域づくりには反映できないと言われています。これからにつきましては右

側にありますように、年超過確率 10 分の１とか 30 分の１といった、発生頻度の非常に高

い災害の時、どのようなことが起こるのか。あわせて年超過確率 150 分の１を超えるよう

な、もっと大きな外力が来た場合にどのようになるのかといったものも含めた形でのリス

クを示したいと思っています。図中の丸で書いていますが、河川からの浸水だけではなく
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て、当然雨が降れば下水からのいわゆる内水もございますし、中小河川からの浸水等々も

ございますので、それらについても一体となったリスク評価というのが、まちづくり、地

域づくりにとっては必要であると考えており、こういったリスク評価の示し方が大事では

ないかということです。 

 次、３ページのところでは、リスクの項目についても幾つか工夫が必要ではないかと考

えています。左側のピンクのところにつきましては、資産被害が大きくなる浸水深、いわ

ゆる床上浸水、浸水深が 50ｃｍ以上になる場合の発生確率という形で評価しています。下

側にある青とか黒い区域については 10 分の１とか 30 分の１で床上浸水が発生するところ

で、青いところで 100 分の１、黄色いところになれば 200 分の１ぐらいの発生頻度である

というような被害の示し方もあります。また、人的被害の関係ですと、浸水深が５メート

ル超えるような場合がどうか、浸水の継続時間が３日を超えるところはどういうところが

あるか。真ん中の下ですけれども、家屋の倒壊の危険性のあるような、氾濫水の流体力や

河岸浸食の状況を示すことも必要である。 

 ライフラインの被害については右下の黄色いところありますが、浸水深が 70ｃｍを超え

るようなところになるとコンセントが浸水する場合があるであるとか、浸水深が１ｍ以上

のところであると、受電設備等の浸水の被害があるということで、こういったことも踏ま

えた形でのリスクの示し方というのが大事ではないかと思っています。 

 ４ページ、これは特に避難確保計画で使うことを想定していますが、雨が降り出してか

ら何分後にはこういうところまで浸水するであるとか、あと堤防が決壊した場合の何分後、

何分後にどこまで浸水が進むかというようなことも被災シナリオを設定して示すことが大

事ではないかと考えています。 

 リスク評価については、５ページに課題等書いています。これまで施設管理者は内外水

のリスクがあることや気候変動により高まることは示していますが、具体的な中身につい

て十分示されていない、受け手側の望むような情報になっていないのではないか。関係者

に十分伝えられておらず、リスクの実感・共有がなされていないのではないかという課題

があると考えています。この辺について都市側とも調整しながらリスクの評価と提示をし

っかりしていく必要があるのではないかと考えています。 

 このようなリスクの評価と提示をすることによって、まちづくりや地域づくりとの連携

を進めていきたいと考えています。そのような連携の具体的な中身については、８ページ

に適応策のイメージがあります。これについては前回もお示ししていますので簡単に説明

しますが、現状が右側で流域内のリスク分担をした場合に、地域での適応策を一体的に実

施することによって、流域全体としてのリスク分担を考えることが必要ではないかという

イメージを示しています。 

 具体的にその事例として、９ページ以降がございます。９ページのところは、秋田県の

大仙市雄物川の強首地区ですが、昭和 30年代、60年代については大きな出水でこの強首地

区が孤立するような被害が発生してございましたけれども、全体を連続堤で整備するには
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時間と膨大な費用がかかるということで、この区域だけの輪中堤を整備して、平成 19年の

洪水では集落には浸水がなかったという事例です。 

 次のページ、千曲川の中野市古牧地区ですが、これについても集落については輪中堤で

守り、田んぼ、農地については災害危険区域をかけて住居等の建築物については規制する

というような取り組みをやっているところです。 

 あわせまして、次 11 ページは、地方公共団体における流域対策の事例です。東京都の各

区での事例ですが、ハザードマップで浸水するような区域について地下室の設置の届出義

務を課しているであるとか、高床式の住居についての助成、防水板とか止水板の設置への

助成、雨水貯留浸透の施設についての指導・要請といった事例です。 

 あわせまして 12ページにつきましては、これは河川管理者の国と広島県、流域の広島市

と地域で連携した内水対策です。直轄の川である太田川に合流する矢口川という支川です

が、総合内水対策ということで、国では排水機場の新設、県では堤防の不足箇所について

のパラペットの施工、市においては既存の防災調整池を改良して貯留容量を確保するとい

った取り組みとあわせて、地域の取り組みとして地区計画により土地利用のルールを策定

するとともに、浸水避難ビルの協定を締結しているというものです。地区計画について、

後で細かい資料がありますので、そちらのほうで説明させていただきます。 

 次、13 ページですが、実際具体の宅地について、宅地の嵩上げであるとかピロティ建築

等々の工夫をしている場合ございますし、あと受電設備等々については浸水想定ラインよ

り高いところで敷設するようなことで浸水被害を防ぐ施策をしているところもあります。 

 14ページですが、洪水流の被害を緩和するような水害防備林の事例もあります。 

 次、15 ページにこれらのまちづくりとの連携の事例についての課題を書いていますが、

これにつきましては、河川整備と土地の規制を一緒にやっているところがありますが、基

本的には浸水の被害の発生といったものを踏まえた形になっており、事前に水災害分野の

防災・減災の観点からまち・地域づくりをしているというような状況までなっていません。 

 引き続いて、17 ページ以降が河川と下水、流域と一体となった取り組みの事例でござい

まして、これもご存じの方たくさんおられると思いますが、総合治水対策、特定都市河川

の浸水被害対策法の流域水害対策計画です。さらに、最近 100mm/h 安心プランといったも

のを進めているところです。 

 まず 19 ページが総合治水の状況ですが、昭和 54 年からやってございますけれども、従

来の河川対策だけでは洪水被害の軽減が図れないような都市化の進んだところについて、

流域での対策と河川対策と下水道対策が一体になった治水対策ということで、鶴見川等々

全国 18河川で実施しているものです。 

 次、20ページが特定都市河川の浸水被害対策法につきましては、ここにありますように、

河川法と水防法、下水道法と都市計画もあるんですけれども、それらについての浸水対策

部分について特例の規定を設けまして実施しているもので、現在鶴見川以下全国の８河川

で実施しています。具体的には、21 ページのところに総合治水の河川と、特定都市河川の
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河川をお示ししています。 

 具体的に、流域水害対策と都市河川の計画につきましては、策定主体が流域の自治体と

下水道、河川の管理者になってございまして、いわゆる河川法に基づく河川整備計画の河

川管理者だけの計画と一緒になって進めているところでございます。 

 具体的には 23ページに鶴見川の事例を書いてございますけれども、流域水害対策計画と

河川整備計画について両方一緒に議論をして、関係の住民であるとか学識者の方々、地域

の関係部局等々の議論を進めながら、流域水害対策計画と河川整備計画を同時に策定した

ものです。 

 具体的な中身は 24 ページにありますが、流域の対策で、どういう流域での貯留浸透対策

をどれぐらいやるかといった目標と、河川の目標、下水道の目標をそれぞれ立てて、全体

を一緒になった流域水害対策計画を作っているものです。 

 あわせまして、25 ページが下水道と河川との連携でございますけれども、これは大阪市

内の寝屋川の連携でございますけれども、河川の地下河川と下水道の増補幹線の整備を連

携して一緒に行っているものです。 

 次が 100mm/h 安心プランでございますけれども、これについては計画、いわゆる河川な

り下水道の計画プラスアルファで、いわゆるゲリラ豪雨的なものについての浸水の被害の

軽減とあわせて、危機管理的なものもあわせた形での対策を実施するようになったもので

す。 

 具体的には次の 27 ページのところに、高岡市での取り組みが書いていますが、河川管理

者である県、下水道管理者の市、災害対策の各部局、あわせて農林部局なども一緒になっ

て施設整備とソフト対策を両方あわせた形での緊急浸水対策行動計画というのを作って連

携して行っている事例が出始めているところです。 

 以上が河川、下水、あと地域との連携した対策の事例でございます。 

 以下、28 ページ以降は下水との連携の部分でございますので、○○のほうからご説明さ

せていただきたいと思います。 

【事務局】 ○○です。それでは、私のほうから下水道の取り組みについて、少しですけ

どご説明させていただきます。 

 28 ページですけれども、まだ下水道の役割というのは、先ほどお話がありました、都市

に降った雨を川まで安全に運ぶということで、都市と河川をつなぐ役割をしているわけで

すけれども、最近都市からどんどん開発によって雨が流れてくると、放流先の川はなかな

か能力的に問題があるということで、その間にある下水道でいかに雨をマネジメントする

かというのが１つ大きな課題になっています。 

 基本的には貯めるということを中心にやっているんですけれども、28 ページの例をちょ

っと、これは検討中の例でして、右側の上にございますけれども、これは神田川をイメー

ジしておりますが、広域調整池ということで環七地下河川でございますけれども、川の水

があふれないように川の水を貯める調整池と、右下にございます緑色の下水道の貯留管と
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いうことで、これは川に入る前の雨の水を、川にはけないということで貯める下水道の施

設です。 

 例えばこれが割と近い距離にございまして、こういった場合には、例えば下水道のほう

はいっぱいになってきたけど川のほうの調整池はまだ余裕があると。下水の場合、大体排

水面積は数平方キロで、流達時間は大体 30分というようなことになっていますので、その

時間差を利用して、両方を融通するようなことができないかというようなことを検討をし

ております。 

 左側にございますが、今後の視点ということで、両方の水理データっていうのはなかな

か今まで統一的に検討したことはございませんので、こういったものの水位を測って、両

者が見えるような形の研究を、これは実は○○先生に今研究していただいているんですけ

れども、こういった取り組みも今進めているところでございます。 

 この次のページは、下水道の場合、なかなかあまり水位を測るという習慣が、実は今は

ないです。新しいパイプを作ると、降った雨を安全に運べるパイプを設計するという思想

でやっていますので、実は水位を測るという習慣があまりないんですけれども、川と対話

をするためにも、また下水管の中の余裕があるところはどこかというのを見つける意味で

も、水位を積極的に測っていこうということに取り組むということを今進めているところ

で、雨の情報、それから既存施設のストック情報、それから水位情報をとりまとめていく

ことを進めております。 

 それから、30 ページは、左側は管渠の一部増径ということで、先ほどお話ししましたよ

うに、パイプの設計中心にやってきましたので、今それが下水管もネットワークになって

きています。そうすると、それがネットワークになると、ある部分は若干余裕が出てきた

り、同時に全部が雨降ることございませんので、ピーク流量を迎えることはないので、そ

ういったところはどこかにないかとか、逆に弱点になっている、ボトルネックはどこかに

ないかということを調べて、シミュレーションして調べて一部だけでも増径していくとい

うような取り組みでございます。 

 右側は、局所的豪雨が増えていますので、これ大阪市なんですけれども、下水管のネッ

トワークの中で、あるところはすごく降っているけどあるところは降っていないといった

場合に、その区間をネットワークで結ぶことによって局所的な豪雨に対応するというよう

な取り組みも今進めているところでございます。 

 最後 31 ページですけれども、ゲリラ豪雨ですね、非常に短時間で 60 分降雨というより

は 10分降雨が結構問題になるというようなことがございまして、下水のどこであふれてい

るかというと、幹線ではなくて枝線みたいなところで飲み込めなくて溢れているという例

が多いということでございます。 

 左側の例は、これもネットワークなんですけれども、本当の幹線同士ではなくて、小規

模なパイプ同士も結ぶことによって能力を仮想的に大きくして、ゲリラ豪雨に備えるとい

うようなことをやっています。 
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 右側は、いろいろ調べてみると、溢れている時に下水管の中は満杯ではなかったという

こともあるんですね。それは飲み込む能力が足りないということで、表面から下水管に入

る際の小技等なんですけれども、対策として、桝の数を増やしたとか、側溝をグレーチン

グの蓋に替える等、取り込み口を工夫することによって下水管の能力を多く、なるべく有

効に活用するという取り組みで、短時間のゲリラ豪雨に対応するというような取り組みを

進めているところでございます。 

【事務局】 以上、下水と河川の連携といった話をしましたが、32 ページのところにそれ

ぞれの課題が載っています。特定都市河川の浸水被害対策法につきましては、まず既成市

街地の浸水対策がなかなかうまく進まないというような状況である。流域対策についても、

自主的に取り組みが進んでいる川については、法適用の義務化なりインセンティブという

のが働きにくい。税制面での優遇がないというふうに市町村に受け止められているという

ような状況です。 

 川と下水の連携については、これまでそれぞれの管理者が雨の特性を考慮して計画を立

てて施設を整備管理しているが、なかなか基礎となるデータが蓄積されていないとか、あ

と一体とした状況が十分把握できていないというような話があります。排水ポンプの運転

調整の話についても上下流の問題があってなかなか進まないという状況です。 

 まして、先ほど○○先生から言われました、小さい区域の危険の状況については、多分

下水道と河川と両方でこれからデータが蓄積すれば検討できるようになっていくと思いま

すが、その辺についても今後検討していきたいと思っています。 

 34 ページ、土地利用の規制につきましては、これも前回ご説明していますけれども、土

砂災害と津波についてはこのような規制になっています。あわせて 35ページ、36ページに

は災害危険区域で高潮の事例と洪水、浸水被害の事例で、名古屋の事例と札幌の事例があ

ります。37 ページ、地区計画については、先ほどお話ししましたが、広島の矢口川の下流

地域について地区計画を定めて、ここにＴ.Ｐ.9.8ｍルールとありますが、それ以下の床面に

は人を住まわせないというような地区計画を地元で作っている事例があります。 

 土地利用規制につきましては、38 ページにございますけれども、土砂と津波など、住民

の生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れのある場合については、土地利用区域指定をし

て、住宅等の規制ができるようになっていますが、高潮、出水については難しくて、今は

災害危険区域や地区計画でやっているという状況です。 

 39 ページに課題として書いていますが、新たに土地利用規制を、特に高潮、出水につい

てかけるというのはなかなか難しいと思っています。 

 最後が流域における地形や施設の話ですが、これも先ほどの津波・防災地域づくりの法

律でできましたが、河川につきましては、42ページ、43ページにございますけれども、昔

からの自然堤防とか歴史的な治水施設で氾濫域の氾濫水の制御等々が行われているところ

です。 

 42ページが利根川、荒川の首都圏を守るためのいろいろな施設でございますし、43ペー
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ジが木曽三川の輪中堤の事例でございます。このようなものは現存もしているが、いろい

ろ道路整備等々で分断されているような事例も出始めています。 

 あわせて 44ページは、最近の例でＪＲの鉄道盛土が二線堤の役割を果たしている亀山市

の事例です。45 ページは、筑後川の支川、巨瀬川の左岸堤に加えて、二線堤の控堤と赤字

で書いていますが、これについて河川管理施設として管理しており、右側に浸水想定がご

ざいますが、その控堤があることによって、下流の久留米の市街地を守っているというよ

うな事例が今でもいくつか残っているところです。 

 46ページに、津波防災地域づくりの津波防護施設の規定です。47ページでその課題が書

いていますが、二線堤や輪中堤は、氾濫水の拡大防止、特定の区域を洪水から防御する効

果がありますが、取り除かれているような場合もあります。あわせて、連続盛土構造物を

新たに整備することによって、特定の地域のリスクを低減することはできますが、それに

よってまた別の地域のリスクが高まる恐れがあって、調整はなかなか難しいと考えていま

す。 

 最後 50ページがコンパクトシティ等々の連携です。先ほど○○からご説明がありました

コンパクトシティについて、真ん中のところにありますように、リスクを踏まえて床上浸

水等々の確率の高いところについては居住誘導区域から除外していただけるようなことを、

これから都市部局とあわせて進めていきたいと思っています。どうしても既存市街地で居

住誘導地域から外すのは難しいところであれば、河川なり下水道なりを積極的に整備して

リスクをできるだけ減らすというようなことも考えながら、双方で連携しながら進めてい

くというのが大事ではないかということを考えています。 

 最後 51ページは連携して進めていきたいというものです。 

 これらの資料は、事前に各先生方お送りしていますが、○○先生は、今日欠席なのです

が、都市の専門家ということでコメントを紙でいただいてございますので、それについて

読み上げさせていただきたいと思います。 

 「まち・地域レベルの取り組み方法については概ねよいのではないか。コンパクトシテ

ィとの連携に当たって、今般都市再生特別措置法では、都市機能誘導区域や居住誘導区域

といった集約先の地区内に土地利用を誘導するメニューはあるんですけれども、逆に先ほ

ども議論出ていましたけれども、集約もとになるほうの区域についてはメニューがほとん

どなくて、災害リスクの評価の結果の提示が最有力のメニューのひとつと言えるので、施

設管理者と地域づくりの部局は、立地適正化計画を作る際にしっかり連携を進めてほしい。

住民、まちづくり、地域づくりの部局が、リスクを踏まえて、リスクの高い地域から移転

することがいいのか。あとは住まい方の工夫などによってその場に対応することがよいの

かといったことの検討を行って判断できるように、リスク評価の結果については、浸水深

等だけではなくて、人命や資産への影響の度合いや復興、復旧にかかる手間などについて

も示すべきです」ということです。 

 あわせて、リスク評価に関しては、「多くの労力が必要となるので、国においては特に中
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小の市町村に対しての必要な支援をすることが望まれている。水害リスクのある地域では、

歴史的に育まれてきた水防文化とかまちづくりがあるので、まちづくりとの連携でそうい

ったものを後世に継承することの重要性を指摘すべきではないか。」 

あと「ＩＴＣを活用した災害情報の提供、例えばカーナビゲーションを利用して、道路

冠水箇所、危険個所をリアルタイムで表示するなどについて言及することも考えられる。」

というコメントをいただいていますので、ご紹介させていただきます。以上です。 

【委員長】 はい、ありがとうございました。ただいまのまち・地域と連携した適応策に

ついて事務局に対してのご意見をお願いします。それでは先に、６時半に出られるそうで

すので、○○先生お願いします。 

【委員】 まち及び地域づくりとの連携ということで、２つコメントしたいと思います。 

まず最初に、リスク評価のための外水あるいは内水のハザードマップが出てきていて、

それも年超過確率、いろいろな段階で示しておくことによって、どこがどういうタイプで

弱くなっているとか。要は内水で弱くなっていたりあるいは非常に頻度は高くないんだけ

ど外水の時にどうなるのか、というように段階的に示すことは非常に重要だと思います。

今日の委員会には都市整備局から出席いただいたように、要はそれに対してどんな対策を

した時に、それがどこまで災害が減るのかというようなマップを同時に示すことが、まち

づくりだとかあるいは住民と、あるいはコミュニティとのリスクコミュニケーションに効

いてきます。単純にハザードではなくて、何をした時にどこまで減災できるのかというリ

デュースされたハザードも一緒に示すことが非常に意味を持つかなと思います。 

 先週、下水道研究発表会に参加してきて、内水ハザードマップづくりのための発表を聞

く機会がありましたけれども、やはりまちづくり何とかというレベルにすると、今日見せ

ていただいたような、地形図レベルのハザードマップでは、やはりわからないと。要はコ

ミュニティレベルになると、自分の家の周辺で、どこが浸水してどこに逃げればいいのか

と。本当に安全に行く時にはアンダーパスがあるのかどうかによって、普段は行けるんだ

けどもそこが浸水しているから行けないというようなことも意識した形で議論すべきだと

いう話がありました。 

 この委員会でどこまでカバーするかはわかりませんけれど、やはりコミュニティあるい

はまちづくりという時には、もう少し全体的な話ときめ細やかな部分の両方が必要になっ

てきて、下水道の内水ハザードマップのレベルではしっかりとコミュニティーに示してい

く必要があるんじゃないかなというのが１点目です。 

 ２点目ですけれども、今日お話があった都市再生特別措置法の絡みです。住居誘導地域、

都市機能誘導地域ということで、まさに危ないところを排除して、適正な都市再生の誘導

を行うということになろうかと思います。いわゆる都市雨水対策、あるいは河川対策って

いうのは税金で進められるわけですよね。ただ、都市のまちづくりのところについて、や

はり都市計画税など、税なり公費で対策を実施するという従来からの流れがある中で、都

市化して浸水しやすくしているのは、そのようなまちづくりをした、あるいは建物が増え、
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屋根や道路が増えて雨水を浸透させないがゆえに下水道に入る。あるいは駐車場をアスフ

ァルト化にすることによって雨が浸透しないで出てくると。ある意味、まちに住んでいる

方々は、浸水被害に対する加害者にもなりえるわけで、それに対して課金をするという発

想を導入することをもうそろそろ考えていいのではなかろうかと。 

 その分お金を取るということは、要は汚水処理料金と同じように雨水処理料金という概

念で、より多くの資金を確保して、10 年かかったものが５年で早く対策が完了できると。

集中豪雨、いろいろなものに対して頻度があるものに対して、もう少し今回の地域指定を

されるような機会がある時に、新しいそういった雨水処理料金みたいな概念を入れながら

地域指定をいただくようなことを議論していただきたい。すぐ導入することは困難だと思

うんですけれども、ぜひこういったチャンスに税制とペアで、住民にとってメリットがあ

るような形の費用負担の考え方っていうのも一緒に考えていただくのがいいかなというの

が２点目です。以上です。 

【委員長】 はい、ありがとうございました。今日はもうあまり時間がないので皆さんか

らご意見をいただき、事務局はまとめてあとで回答をお願いします。それでは○○先生ど

うぞ。 

【委員】 土砂災害について、私その専門ですのでその観点から。先ほど説明で出てきた

土砂災害特別警戒区域に関して、説明を聞いていると、流域の一体的な取り組みとして土

砂災害対策が考えられていないのが実情かなと感じました。しかし、例えば 2012年の熊本

阿蘇山での災害では、集落の前面は洪水氾濫、背後は土石流という状況でした。 

 これを見ると、やはり流域一帯の取り組みとして、斜面災害と洪水災害を一体として取

り扱わないといけないと思いますが、この辺については今後どのようにお考えでしょうか。 

【委員長】 はい、○○委員。 

【委員】 質問というよりコメントになるかもしれませんが、今までのこの会ではＬ１と

かＬ２とか、最大の時とかあるいは設計規模のところの確率分布という話があったんです

けれども、だんだん対象が、規模、スケールが小さくなるにつれて、何の話かというとリ

スク評価の示し方のところで賛同プラスコメントということなんです。 

 Ｌ１より低いリターンピリオドでの評価というのは非常に大事だということを、より小

さな領域においてはじわじわと増えてくる、少し異常なものというのが、じわじわと効い

てくるという意味ではやはり住民等のことを考えると、大河川に比べて重要さが増してく

るだろうというふうに思います。さっきＬ２にちょっと近いところで、先ほど○○さんか

ら話があった近畿で全部のダム使ってやっとしのいだというような、とにかくああいうし

んどいのがじわじわ増えるのが気候変動による影響だという認識があって、そこに対する

配慮というか考えというのが大事になってくる。そういう意味では今ここであった 10分の

1、30分の１と間を出されているというのはすごくいいと思います。 

 将来の変化予測としても、多分リターンピリオドの短いもののほうが、精度高く変化を

予測できると思いますので、そこの、例えばＬ１の将来変化の予測精度とそれから今この
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程度の 10分の 1、30 分の１くらいの事象の変化予測の精度の違い、こっちのほうが高いと

思いますので、そこをうまく利用するという。ちょっと今答えはないんですけれども、考

えたほうがいいかなと思いました。 

 最初申し上げたじわじわと来るというところを、一般の人が考えるとすると、こないだ

あったあの程度のやつが、今まで３～４年に１回だったのが２年に１回か毎年あるよと、

そういうふうな示し方というのも将来変化の怖さ、嫌さですね、この場合は怖さでなくて

嫌さなんですけれども、示していくのにいいかなというふうに思います。 

【委員長】 ありがとうございます。○○委員、お願いします。それから○○委員。 

【委員】 手短にコメントを申し上げます。豪雨に対して都市を守ってきた下水道と都市

河川の機能をしっかりと捉えた都市の浸水の予測手法についての研究を進めてきました。

この結果を踏まえて申し上げますと、たとえ規模の小さな各家庭での各戸貯留であっても、

建物による雨水貯留は、浸水被害軽減にかなり相当効くという計算結果が出ています。特

にゲリラ豪雨のように短時間集中型のものは、雨の立ち上がりの時間帯の強い雨だけでも

うまくカットすることができれば、下水道への負担は劇的に変わる可能性があります。  

 このこととの関連で申し上げますと、各家庭から下水道へ流出する雨水の量をどう抑制

するかということは今後非常に重要ことであろうと思います。各家庭での雨水貯留枡がさ

らに普及し、ビル内に貯留施設をもつ建物を増やしていくことができれば、調節池を新規

につくるのに匹敵する効果が全体として出て来るのではないかと考えています。今後の検

討の中で活かしていただければと考え、申し上げました。以上でございます。 

【委員長】 はい。それでは○○委員お願いします。 

【委員】 ありがとうございます。地域・都市づくりとの連携ということで非常に重要だ

と思いますので、前半ご説明いただいた資料２にも関わるんですけれども、その中で土地

利用、土砂災害あるいは津波災害については今もう法律ができているんですが、実はそれ

でもなかなか遅々として、特別警戒区域の指定が進まない。とりわけ土砂についてはやは

り技術的な蓄積があるんですが、津波は、震源モデルをどう置くかで非常にこれ大きく変

わってくるんですね。かなり不確実なわけです。 

 一方で、先ほどご説明の中であった高潮、出水というのも何とかしたいんだけど、警戒

区域指定難しいなというふうにおっしゃっていたんですが、むしろ高潮とか出水の方が津

波に比べればずっと正しいリスク評価ができるノウハウがあるんですね。 

 それを考えると将来的に、特別警戒区域のように新規の開発抑制とか、構造規制みたい

なものよりももうちょっと緩やかな形で、高潮とか出水、内水外水含めてエリア指定とそ

れからまさに規制という、ちょっと具体的にまだイメージがわかないんですけれども、い

わゆる規制ではないんだけれども、個人の努力で何とか安全にそこに住まうことができる

ような形での指針の方向性を示すみたいなことができるのではないかなというふうに思い

ました。 

 もう１点は、立地適正化計画を今後市町村が作るということなんですが、一方で都市マ
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スも 10年ごとに作ってらっしゃいます。その両方を、これから恐らく都市計画担当部局の

方がおやりになることになると思うんですが、中核都市以上ぐらいのレベルですとそうい

うものに対応できる専門家も複数人いらっしゃるんですが、それ以下の多くの都市の場合、

非常に都市マスそのものでも、ここに書かれているように、水災害に対する情報をそうい

うまちづくり、地域づくりに提供していって連携することが重要だと書かれているんです

が、現段階においても都市マスを作る段階で河川とか他の部局との連携というのは、実は

ほとんどなされていないです。 

 その都市マスを検討するところに、土木や河川の部局の人が一緒に入って作っているな

んていうことは実はほとんど見られないんですね。これは政令市でもそういうところがな

かなかないということで、まさに立地適正化計画を作るという、こういうものが新しく加

わっていった時に、そういう市町村に対するそこら辺のしっかりとした指針を示して、体

制を応援してあげるようなことを、都道府県あるいは国のほうでぜひやっていただきたい

なというふうに思いました、以上です。 

【委員長】 それでは、ここまでのところを事務局にご説明をお願いします。 

【事務局】 まず○○先生の、施設整備後のハザードはどうなっているのかというのも、

当然ここはちょっと抜けていましたがやるつもりでおりますので、それも踏まえた形でき

め細やかなリスク評価をしていきたいと思います。 

【事務局】 税の話については、今もまちの中に住んでいる方には、固定資産税に加えて

0.3％を上限とした市町村の目的税である都市計画税を負担いただいており、下水道などの

都市計画事業に充当されております。都市計画税は、都市計画事業として行われる既存の

下水道の改築などにも充当できることから、このようなことに使えば、先ほど○○先生が

言われたようなことかと思います。 

【事務局】 あと土砂災害と氾濫の一体も当然やるべき話だと思ってございますので、今

後ちょっと検討していきたい。土砂、洪水と高潮もあると思います。いろいろそういう複

合の部分もあると思いますので、その部分については今後検討したいと思います。○○先

生言われました、頻度が増えていく話についても、リスク評価の中でうまく表現すべき事

項だと思いますので、それについて特にじわじわ増えていく部分については、多分皆さん

に分かりやすい部分だと思いますので、しっかり示していきたいと思っています。 

 あと、○○先生言われました、各戸貯留等々の効果につきましては、特に下水の部分は

大きいと思いますので、その辺についても検討、また○○先生の研究の成果などもご指導

していただければと思っています。 

 あと、○○先生から言われました、特に市町村への指導なり支援につきましては、直轄

でできるところは直轄も、市町村に出向いていきたいと思います。あわせて、連携してや

りたいと思います。 

【事務局】 立地適正化計画は市町村都市計画マスタープランの高度化版であり、立地適

正化計画は市町村マスタープランの一部とみなされます。ご指摘のとおり、立地適正化計



28/35 

 

画の作成等の際には、河川部局との更なる連携が重要であると思いますので、連携が進む

よう取り組んで参りたいと思います。 

【委員長】 それでは、○○委員、続いて○○委員、お願いします。 

【委員】 資料４についてのコメント１点です。 

 資料の８ページと最後の 50ページの関連ですが。８ページですと、流域全体のリスク軽

減となっています。一番後ろのほう、○○から一番最初にご説明あったのですけれども、

コンパクトシティとの連携というのがありました。最初の部分の図面見ますと、流域全体

となっていますので、河口では災害が多いから、そこをリスク軽減するような対策という

のがあります。コンパクトシティの方では、ここは居住誘導区域から除外するということ

になっており、若干２つのやり方が違うんじゃないかと思います。最初の流域全体でとい

うよりは、流域全体を見て、コンパクトシティとの連携を考えてリスクを軽減するという

ような説明、あるいはタイトルにしたほうがいいんじゃないかというのが、コメントです。 

【委員長】 よろしいでしょうか。ご検討ください。 

【委員】 まず感想ですけど、６ページから７ページにある表現が、それまでの文章に比

べて、かなり弱いんだなと思います。リスクを評価して皆さんに説明するということしか

基本的に書かれていないように思います。 

 前回の委員会ですごくダイナミックにいろいろな新しいアイデアが出てきたことに比べ

ると、やっぱりなかなか難しいのかなというのが率直な感想です。 

 それで、今日は○○さんお出でになっているので、都市と河川の関係について２点お尋

ねします。 

 特定都市河川浸水被害対策法ですか、都市計画法は関わっているのに現在は何もありま

せん。これは今後も依然としてないのかということが１点目です。私、これの施行のレビ

ューをやらせていただいた時に強く思って、下水道は何とか関わってきたと理解しており

ますが、都市計画法はこれに全く関わってないように思っております。これは何らかの施

策は考えられないのかというのが１点目でございます。 

 ２点目は、今までいろいろお話あったように、都市化すると、降った雨が河川に集中化

して洪水を引き起こすわけで、居住誘導区域とか、都市機能誘導区域において何らかの浸

透策というものを取れないのかということと、あわせて、これは○○委員が先ほど言った

ことと似ているんですけれども、居住地域が、居住しなくなった跡地ですね、ここを積極

的に浸透させるような土地利用、都市計画の中で、そこを積極的に浸透させるような土地

利用を推進するような手法は取れないのかというようなことが２点目の質問です。 

 次に河川側にお尋ねしたいのですが、○○先生がおっしゃったように、こういうふうに

規模ごとに浸水深と領域を出していただくのは大変よくわかるんですが、しかもゲリラ豪

雨的なものと台風的なもので分けていただくとよくわかるのですが、氾濫流の流速の影響、

要するに深さと面積だけじゃなくて流れによる被害のリスクというものを、評価に入れる

ことというのは大事なように思うんですが、いかがでしょう。 
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【委員長】 では、お願いします。 

【事務局】 ○○先生の８ページと 50ページ、うまく整合できていないと思います。ちゃ

んと整理をしてこれから示していきたいと思ってございます。 

【事務局】 ご指摘のとおり、直接的には特定都市河川浸水被害対策法と都市計画法とは

法律上でリンクしているところはございません。 

 ただ、効果が高い貯留浸透機能の確保は下水道法において措置していただいていますの

で、まちづくりとの連携は行われているものと思っています。 

 次に、都市機能誘導区域等の中で施設を誘導する時に、あわせて浸透桝の設置等を求め

ることができないのかというお話がございました。既成市街地の敷地が細分化されており、

施設を誘導するための土地を確保できない場合などは、再度、市街地整備を行うことが必

要になることも想定されます。その際に、治水上の対策についても配慮しながら市街地開

発事業が行われることもあろうかと思っております。 

 また、居住誘導区域外については、居住誘導の推移に応じて、空き家等は除却を行い、

農水省との連携により市民農園の整備を行うこと等を想定しています。この取組みの中で

浸透性を高めることができればと思っていますので、これからも一緒に検討していければ

と思っております。 

【委員長】 今の特定都市河川浸水被害対策法をここに出しているということは、都市の

治水にとって大事な法律なんですね。ただうまく機能していない。都市計画との関係があ

まりうまくいかなかったのは、やはり新規開発がどんどん減っていって、そういう意味で

都市計画があまりできなかったということだろうと思います。 

 今後は、先ほどから話題にあるように、既成市街地にこの法律をどういうふうに適用す

るのかが絶対的に大事になるので、ただ事例として出すのではなくて、これを今後どう考

えるかを、ぜひ下水道を含めて都市としての議論をしていただきたいと思います。これす

ごく大事な法律で、ほとんど使わないで終わってしまうということのないようにしてもら

いたいと願っています。 

【事務局】 最後、氾濫流の流速の話ですけど、ちょっと書ききれてはいないかもしれま

せんが、３ページのところにあるように氾濫流の流体力等について示していきます。氾濫

解析をする場合には、当然流速等のデータがありますので、ここに木造家屋が流速がどれ

ぐらいだったらどうなるというような実験結果もありますので、そういったものを踏まえ

た形で示していきたいと思っています。 

【委員長】 それでは○○委員。 

【委員】 ２ページ、これ○○川の事例を図にしていただいたんですが、下の 200 分の１

の地図なんですが、この地図の中心を東側に４ｋｍずらしていただくと、○○川と○○川

の共通氾濫域になります。その時に 200 分の１の氾濫状況はどうかというと、○○川の氾

濫水より○○川の氾濫水が多いので、○○川の右岸側まで○○川の水が来ているんですね。

全く状況が違うんです。ぜひそこまで延ばして書いてください。その地域は海面上昇も決
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定的に効きますので、そこまでいって初めて適応策として重要な話になるという気がいた

します。 

 それから 32ページなんですが、今話題になっている特定都市河川浸水被害対策法なんで

すが、これ裏と表がありまして、雨水調整池の恒久化を図ろうとしてうまくいかず、民有

地が底地で争議が続いて、実はこの特定都市河川は争わず、調整池、調整できないのなら

埋めていいということが書いてあるんですよ。 

 だから悪用されれば、どんどん埋まっていくことを是認する法律でもあるんですね。そ

れのセットで、必要であれば河川予算を投入して、河川区域ではないところで調整池を買

える、作れるって書いてあるはずなので、ぜひそこは都市部局と共同してどこかで画期的

なことを１個やってもらえばいい。土地区画整理とか何とかでやればいい。買うんだぞと

いう、そういう強気をぜひ示していただきたいと思います。 

 それから、土砂災害に関する件なんですけれども、34 ページですね。レッドゾーン、イ

エローゾーン、傾斜で決めているんですが、これはデータが今ないんですけれども、これ

20 度行ってなくても激しい土石流が起こっているところあるはずなんですよ。30度、20度

じゃなくて、むしろ場合によっては土質だとか植生が非常に重要で、すごいことになって

いるのがあって、20度 30度に頼らず、さっきちょっと申し上げましたけど、小流域の土砂

災害とか局所水害については、やっぱり同じ部局がこれを拡大する形の規則、法律。でき

るのかもしれませんけど、やらなきゃだめじゃないですかね。ほかにやるところがないと

思います。 

 最後に一言言うと、私は大水害地帯で育って、ずっと実家はそこにあったんですが、去

年弟が移動しました。水害が怖いから移動するんですね。ハザードマップがあると、知ら

ない間にどんどんどんどん事情を知っている人は引っ越しているんですよ。ハザードマッ

プ出すだけでどんどん引っ越して、僕の友人の学校はもう同窓会ができません。被災者た

ちはみんないないんです。そういうことをきちんと調べていただくと例えば建て直しの時

に３階にすれば補助金があるとか税優遇があるとか、買い替えて来る人が３階にすれば税

優遇があるとかすると、かなり効果があると思います。 

【委員長】 ○○委員お願いします。 

【委員】 はい、ありがとうございます。まず５ページに、施設管理者等はとありますが、

このあとには河川管理者等とあって、いろいろ考えまして、リスク管理者と言いますか、

リスクに関して、あるいは例えば水に関係したリスクに関する責任者というのがきっちり

定められていないことがこういう今回ような話を難しくしてるんじゃないかなというふう

に私は思いました。これはコメントです。 

 それから、コンパクトシティとの連携で、先ほど更に申し上げなかったんですが、都市

再生特別措置法でも、その時その時で居住誘導区域を設定して不断の見直しをかけるとな

っているんですけれども、民間の投資などを考えますと、先のことがわからないと投資を

控えるという恐れもあるんではないかと。そういう意味では、河川整備計画に対する河川
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整備基本方針のように、長期的にもここはやはり中心市街地として盛り立てていくんだと

いうところがないと逆に不要な維持更新とかいうのもあり得ますので、やはり長期的な見

通しと、その時その時の線引きというのはあったほうがいいんじゃないかというふうに思

います。ご検討いただければと思います。 

 それから、○○先生おっしゃらなかったんですが、河川と下水道の連携に関しましては、

量がはければいいというだけではなくて、ＣＳＯによる海域への汚濁負荷が減るというの

ももちろん視野に入れて、ぜひ施策をやっていただければと思います。 

 最後ですが、41 ページからの自然堤防や歴史的な治水施設というのがあります。これに

対するのが、資料３のほうですと、６ページの一番下に、「また」と２行書いてあるだけな

んですけれども、資料３の６ページの下の２行だけだと、このスライド資料に書いてある

ことが、全然意が尽くされていないように思いますので、ぜひもっと書き込んでいただき

たいと思います。 

 更に申し上げますと、洪水高潮による氾濫で生じる被害を軽減するためのあとに、ぜひ

有史以来営々と築かれてきた治水秩序が急激に変化せず、所定の効果を発揮できるように、

流域における地形（自然堤防等）や歴史的な治水施設（盛土、構造物等）の保全に積極的

に努めるというふうに、やはりもう少し書き込んでいただいたほうがいいんじゃないかと

思いますので、ぜひご検討願います。 

【委員長】 ありがとうございました。○○委員。 

【委員】 資料３の６，７ページを拝見し、今日ずっとプレゼンを聞かせていただいてい

ると、やはり人口減少時代に入っていって、これまでの土地利用のあり方を抜本的に見直

す時期に来ているという問題意識を冒頭にもっと書いてもいいんじゃないかとまず感じま

した。 

 やっぱり土地利用のあり方を考える時には、国交省だけでできるわけではないので、地

域住民、いろいろな関係者の参画が不可欠になると思うと、どのような災害が起こるのか

ということをきちんと見える化をすることは非常に大事になってくると思います。 

 そういう意味では、２ページとか３ページ、あるいは４ページで、たくさんＧＩＳを使

い、どういうことが起こるのかを見える化をしていただいていることは大変いいと思いま

す。では、この情報をどうやって届けるかっていうのを考えると、やはりこれからはウェ

ブＧＩＳだろうと思います。 

 アメリカの防災関係機関は、ここ２～３年の間で全部、そういう行政情報をウェブ上に

移し替えているので、ぜひ国交省が音頭をとってウェブのＧＩＳを使っての表示というこ

とを積極的に推進していただけたらいいと思います。 

 それに引っかけて、我が田に水を引こうと思って話をするのですが、今ＩＳＯの 22324

という規格があと１年以内で発行することになりました。これには「Ｃｏｌｏｕｒ－ｃｏ

ｄｅｄ ａｌｅｒｔ」という名前が付いていて、緑から赤までの間の色を使って、３段階

か５段階か７段階かで危険度を表そうというものです。 
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 例えば２ページにある色の使い方っていい加減じゃないか。３ページに移った時に何の

一貫性もない。こういうのは担当者が自由に決められるので、非常にばらつきが多いので

すけれども、できれば赤から緑、指定の色もありますので、その中へカテゴリーを当ては

めるというのをぜひやっていただけたらと思うんですね。 

 そのいい例が３ページ目で、例えば命っていうので考えると、ある基準で危険が、黄色

が赤になったり、あるいは緑が黄色に変わったりする。これが今度ライフラインで言うと、

浸水深で変わってくることになるので、地図ごとに危険度を、ハザードではなくて、危険

の度合い、あるいは私たちがどういうふうに振る舞うべきなのかということについての区

切れを見せていただくことが必要です。しかし、それを全て１つの図にする必要ありませ

ん、ウェブＧＩＳであれば。それぞれの目的ごとに１つずつ作っていくと、緑、黄、赤と

いう非常に単純なカラーリングで何十枚も見ればいいわけですので。何かそういう見える

化についてぜひ工夫をしていただいて、国交省がＩＳＯ22324を積極的に使ってもらえると

世界の範になるということを、ぜひお願いをしたいと思います。以上です。 

【委員長】 ○○先生お願いします。 

【委員】 前回も多分同じようなことを申し上げたんですけども、やはりここの部分のと

ころになると、気になっているのが先ほどの○○先生とほぼ同じような問題意識なんです

が、８ページ見ますと、河川管理者はということで書いていて、最後関係者がそれぞれリ

スクを軽減する対策を検討しということで、河川管理者はリスクは開示しますけれども、

その実施はほかの方々がされますよと、こう書いてあって。その辺りの部分の連携がはっ

きりわからないんですよ。 

 そこについて、せめて何かガイドラインとは言わないですけど、お願い事項とかそんな

ものを考えるぐらいのことはしたほうがいいんじゃないのかなと。最初は用途と申し上げ

ましたのが、病院であればせめて 10年に１度ぐらいは浸からないようにしましょうよとか、

例えばそういうような話があってもいいのではないかというふうに思います。 

 コンパクトシティのところだけで今度逆に見ていきますと、今度はコンパクトシティの

中でやられる場合には、この施策をとられる場合には、そこの中でぜひとも１つのディメ

ンジョンとして、災害に対する安全性っていうんですか、あるいは水害に対する安全性で

もいいんですけど、それを１つの達成目標として、こういう形で集中化していくというと

ころの、その住まわれる住居を建設される市街地の質っていうのを充実する項目というと

ころの中に、何かに位置付けてもらうとか。そういうものを入れていただかないと、今あ

るだけだと、がちがちの規制が入っているところは抜きますよと書いてあるだけで、市町

村の担当者の方からしてしまえば、そこで規定されてないところだったら、では特にここ

に開発圧力があったりした場合、あるいは病院移転の要望等があった場合に、許可しない

理由にはならないという話になってしまっては、実際、法律が使われないと思います。 

 何らかの今の、いわばこれに対応するマスタープランと言いますか、リスクの管理目標

みたいなものを描いたようなものもできたら作っていただけたらいい。この辺がさっきガ
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バナンスと言いました、その辺りのものについても設計を少し書き込んでいただけると大

変ありがたいなと思います。以上です。 

【委員長】 私も２点意見を述べます。適応策の資料４の２ページです。いろいろなとこ

ろで大規模氾濫について述べられていますが、大規模氾濫に関係する堤防の破堤リスクに

ついて一切触れていません。洪水スケールが大きい危機管理対応と、施設計画とで堤防を

どう考えるのか、重要な問題です。何も触れないのはつながりが悪いと思います。答えが

あるかどうは別としても、堤防の安全性について、今後どうすべきかぜひ検討していただ

きたいというのが１点目です。 

 もう１点は、先ほど○○が言われたことと関係します。まとめの７ページの最後のとこ

ろです。資料３です。「居住を誘導する区域に設定せざるを得ない地域で、しかも条件が悪

いところについては、軽減するために河川改修、下水道整備、雨水貯留浸透施設整備など

の対策を重点的に実施する」。これでは、要するに、これまでと同様のことを書いているに

すぎません。わかるんですけど、ここで都市のサイドと河川のサイドがよく相談されて、

どう書けるかはわからないんですけど、コンパクトシティを誘導した時に、治水上の安全

に対して、都市計画の側からは何が考え得るのか。こういう新しい政策に対して河川と都

市はもっと一緒にやる政策を考えてほしい。これだと今までの政策と言っていることは変

わってないということになるので、何か既成市街地の氾濫に対してどうするのかっていう

のはぜひ知恵を絞るなり、あるいは時間をかけてでも、新しいものを出さないと、先ほど

○○先生が言われているようにインパクトがないとか、変わってないじゃないかというこ

とになりかねません。一緒にやるんだということが、もっともっとこういうところに見え

るようにしていただければというのが２点目のお願いです。 

 それでは○○さん、よろしく。 

【事務局】 まず○○先生の 200 分の１、隣の河川との重複についてもやりますのでよろ

しくお願いします。２ページの図は、実際の河川とは必ずしも一致してないと書いており、

あくまでイメージとして出していますので、その扱いはよろしくお願いしたいと思います。 

 河川管理者が流域のほうに、都市水害法で出て行けるものについては、まだ事例があま

りありませんが、やれることになっていますので、積極的にこれから検討していきたいと

思います。 

【事務局】 土砂災害の件についてですが、30度 20度未満の崖というようなご趣旨だと思

いますけれど、確かに土砂災害危険箇所、全国で 52万か所ありますけれども、全ての土砂

災害をカバーしていないという認識でおります。例えば、集水地形を呈していて、角度は

30 度に満たないようなもの、ゼロ字谷とか言っておりますけれども、そういうふうな場所

で土砂災害が起きるケースがございます。 

 先日の伊豆大島の災害を受けまして、検討会でもいろいろご議論いただきまして、特に

そういう災害のケースが多い火山地域は、やっぱり国がリードして調査をしていくべきだ

というふうなお話をいただいております。どちらかというと崖と土石流の典型的なものは
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調査手法が確立しているんですが、そういう境界領域はなかなか調査方法が難しいという

ことで、市町村に単純に丸投げというわけにはいかないと思いますから、その辺の調査方

法は今後検討する必要があるという認識でおります。以上でございます。 

【事務局】 あと、ハザードマップで引っ越している人がたくさんいるというのは、その

事例をぜひ調べたいと思いますので、教えていただければと思います。 

【事務局】 ○○先生のご指摘のとおり、長期的な見通しの下に都市全体を見渡してまち

づくりを考えることが重要だと考えております。民間投資を促進する観点からも、形成す

べき公共交通網を改正地域公共交通活性化再生法の仕組みの中で示すのと同様に、防災の

観点からも対策実施の長期的な見通しを提示することが重要だと考えます。 

【事務局】 下水の汚濁の話ですが、ここでは洪水だけしか書いておりません。当然、合

流式であればそういう問題もあると思いますので、下水道と一緒に検討していきたいと思

っています。自然堤防の記載については資料３に２行しか書いてございませんので、先生

言われたようなところの視点も含めた形の書き方をしていきたいと思います。 

 次、○○先生の見える化をどんどんやるべきだというのはおっしゃるとおりだと思いま

すので、ウェブＧＩＳも含めてやりたいと思います。 

 色についてはすいません、先生に前の別のところでもご指導いただいたんですが、今回

についてもなっておりませんでした。そこについては合わせていきたいと思っています。 

 あと、○○先生のところについては、まず、施設管理者、河川管理者はリスク提示だけ

だという、ほかの先生もご指摘ありましたけれども、もう少しどこまで書けるかを検討さ

せていただきたいと思います。 

【事務局】 コンパクトシティに取り組むにあたっては、災害に対する安全性をいろいろ

な目標の中の１つとして考えるべきというお話がございました。我々としても資料２の最

後にお示ししましたようにコンパクトシティの意義はいろいろとあると思っており、防災

もその１つだと思っております。 

【事務局】 あと、最後、○○委員から言われました堤防につきましては、難しい問題で

はあると思いますけれども、勉強しなければいけないところだと思いますので、どういう

形で書けるかどうかもよく検討し、勉強していきたいと思っています。 

【事務局】 今までは、市街地が拡大するなかで新市街地開発をどのように進めるかいう

計画体系だったものを、人口が減少し、空き地が増加していく時に既成市街地をどうする

かという全く新しい課題に取り組むことが求められています。こうしたなか、我々として

も試行錯誤しながら、今回法改正を行ったところであり、これからさらに検討を深めてい

かなければならないと思っています。 

 ○○先生のご指摘については、大変重要で、検討していかなければならない課題である

と考えます。すぐに結論は出ないかもしれませんが、水局と一緒に検討を進めていきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【委員長】 はい、ありがとうございます。一通りご意見いただいたと思いますので、最
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後に○○に今日の委員会を受けて、ご感想等をいただければと思います。 

【事務局】 本日は、先生方より非常に幅広い観点からのご意見をいただきました。また、

都市局の本日説明された施策は、従来のパラダイム転換図るような大きな変化でございま

すので、ぜひともこういった機会をチャンスと捉えて防災のほうで活用していきたいと考

えております。本日お示しした資料３自体は、まだまだ十分には書ききれておりませんの

で、具体的な施策をもう少し書き込んでいきたいと考えております。 

 それから、冒頭ご挨拶で申し上げましたように、津波防災地域づくりの施策を進めてき

た中で、この洪水対応については、まだまだその知見を生かしきっていない部分がござい

ますので、津波防災地域づくりの知見も活用しながら、小さなリスク、大きなリスク両方

含めて総合的にリスク全体が軽減できるよう、それから特に将来的に、この地球温暖化に

よる気候変動が生じた場合に、どのような変化になるのかということをわかりやすく説明

していくツール、そういったものも含めて出していきたいと思っております。 

 今回の答申を具体の施策にいかしていきたいと思っておりますので、引き続き先生方の

ご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。 

【委員長】 どうもありがとうございました。各委員には熱心にご審議をいただき、また

貴重なご意見をいただきありがとうございました。本日配布された資料についてお気づき

の点がありましたら、次回以降の議論にも反映できるようあらかじめ事務局までご連絡い

ただきますようお願いいたします。 

 最後に、本日の議事録につきましては、内容については各委員のご確認を得たのち、発

言者の氏名を除いたものを国土交通省大臣官房広報課及びインターネットの上で一般に公

開することとします。本日の議題は以上でございます。 

【事務局】 ○○委員長、ありがとうございました。次回の日程等につきましては、９月

頃を予定しておりますけれども、詳細につきましては改めてご連絡いたします。よろしく

お願いいたします。お手元の資料はお持ち帰りいただいても結構ですけれども、郵送をご

希望の場合は後日郵送させていただきますので、席にお残しいただきたいというふうに思

います。 

 それでは、本日の委員会、これで閉会といたします。どうもありがとうございました。 

 


